
■専 利 料 

9時 12時 12時 17時 17時 22時 9時 12時 12時 17時 17時 22時
全面 1時間につき 1,200円 1,200円 1,800円 全面 1時間につき 400円 400円 400円
２分割 1時間につき 600円 600円 900円 全面 1時間につき 200円 200円 200円
３分割 1時間につき 400円 400円 600円 全面 1時間につき 無料 無料 無料
6分割 1時間につき 200円 200円 300円 全面 1時間につき 4,000円 4,000円 4,000円
全面 1時間につき 600円 600円 900円
２分割 1時間につき 300円 300円 450円 1．1時間未満は、1時間とする
３分割 1時間につき 200円 200円 300円 2．「 場料 等」とは、 場料その他これに類いする料 をいい、 場料等を徴収する場合の利 料 は、次の額を加算した額とする。
6分割 1時間につき 100円 100円 150円 （1）アマチュアスポーツの場合は、最 の 場料 等に10を乗じて得た額
全面 1時間につき 無料 無料 無料 （2）アマチュアスポーツ以外の場合は、最 の 場料 等に15を乗じて得た額
２分割 1時間につき 無料 無料 無料 3．アマチュアスポーツ（ 場料等を徴収しない場合に限る。）で連続して3時間以上利 する場合は、この表に定める額の9割の額とする。
３分割 1時間につき 無料 無料 無料 4． 曜 、 曜 及び祝 （国 の祝 に関する法律（昭和23年法律第178号）第2条に規定する祝 及び第3条に規定する休 をいう。
6分割 1時間につき 無料 無料 無料 以下同じ。）の場合の利 料 は、 場料 等を徴収する場合に限りこの表に定める額の2割増の額とする。
全面 1時間につき 6,000円 6,000円 9,000円 5．この表の規定により計算して得た額に10未満の端数があるときは、その端数 額を切り捨てた額とする。
２分割 1時間につき 3,000円 3,000円 4,500円 6.「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
３分割 1時間につき 2,000円 2,000円 3,000円 7.「高校生以下」とは、小学校就学前の者、小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。
6分割 1時間につき 1,000円 1,000円 1,500円 8.「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
全面 1時間につき 12,000円 12,000円 18,000円 （1） 体障害者 帳。療育 帳、精神障害者保健福祉 帳、特定医療費（指定難病）医療受給者 は障害福祉サービス受給者の
２分割 1時間につき 6,000円 6,000円 9,000円 所持者及びその付添人
３分割 1時間につき 4,000円 4,000円 6,000円 （2）介護保険法（平成9年法律第123号）の規定により、要介護者状態 は要 援者状態と認定された者及びその付添 
6分割 1時間につき 2,000円 2,000円 3,000円
全面 1時間につき 3,000円 3,000円 4,500円 ■個 利 料 
２分割 1時間につき 1,500円 1,500円 2,250円 区分 単位  額
３分割 1時間につき 1,000円 1,000円 1,500円 1人1回 2時間につき 70円
6分割 1時間につき 500円 500円 750円 1人1回 2時間につき 30円
全面 1時間につき 12,000円 12,000円 18,000円 1人1回 2時間につき 無料
２分割 1時間につき 6,000円 6,000円 9,000円 1人1回 2時間につき 200円
３分割 1時間につき 4,000円 4,000円 6,000円 1人1回 2時間につき 100円
6分割 1時間につき 2,000円 2,000円 3,000円 1人1回 2時間につき 無料
全面 1時間につき 24,000円 24,000円 36,000円 1人1回 2時間につき 100円
２分割 1時間につき 12,000円 12,000円 18,000円 1人1回 2時間につき 50円
３分割 1時間につき 8,000円 8,000円 12,000円 1人1回 2時間につき 無料
6分割 1時間につき 4,000円 4,000円 6,000円

 般利 全面 1時間につき 500円 600円 800円 １.「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
高校生以下、高齢者 全面 1時間につき 250円 300円 400円 ２.「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

障害者等 全面 1時間につき 無料 無料 無料 （1） 体障害者 帳。療育 帳、精神障害者保健福祉 帳、特定医療費（指定難病）医療受給者 は障害福祉サービス受給者の
営利 的以外 全面 1時間につき 2,500円 3,000円 4,000円 所持者及びその付添人
営利 的 全面 1時間につき 5,000円 6,000円 8,000円 （2）介護保険法（平成9年法律第123号）の規定により、要介護者状態 は要 援者状態と認定された者及びその付添 

全面 1時間につき 1,250円 1,500円 2,000円 3.「高校生以下」とは、小学校就学前の者、小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。
営利 的以外 全面 1時間につき 5,000円 6,000円 8,000円 4．ランニングコースを 曜 、 曜 及び祝 に 学  は、中学 (市 に限る。)が利 する場合は、無料とする。
営利 的 全面 1時間につき 10,000円 12,000円 16,000円

 額
250円
2,500円
2,300円
1,500円
1,500円
120円
1,200円

 般利 全面 1時間につき 1,000円 1,000円 1,000円 1,100円
高校生以下、高齢者 全面 1時間につき 500円 500円 500円 700円

障害者等 全面 1時間につき 無料 無料 無料 700円
営利 的以外 全面 1時間につき 5,000円 5,000円 5,000円 無料
営利 的 全面 1時間につき 10,000円 10,000円 10,000円

全面 1時間につき 2,500円 2,500円 2,500円 1.「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
営利 的以外 全面 1時間につき 10,000円 10,000円 10,000円 （1） 体障害者 帳。療育 帳、精神障害者保健福祉 帳、特定医療費（指定難病）医療受給者 は障害福祉サービス受給者の
営利 的 全面 1時間につき 20,000円 20,000円 20,000円 所持者及びその付添人
 般利 全面 1時間につき 500円 600円 800円 （2）介護保険法（平成9年法律第123号）の規定により、要介護者状態 は要 援者状態と認定された者及びその付添 

高校生以下、高齢者 全面 1時間につき 250円 300円 400円 2.「中学生及び高校生」とは、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。
障害者等 全面 1時間につき 無料 無料 無料 3.ランニングコースを 曜 、 曜 及び祝 に 学  は、中学 (市 に限る。)が利 する場合は、無料とする。
営利 的以外 全面 1時間につき 2,500円 3,000円 4,000円
営利 的 全面 1時間につき 5,000円 6,000円 8,000円

全面 1時間につき 1,250円 1,500円 2,000円
営利 的以外 全面 1時間につき 5,000円 6,000円 8,000円
営利 的 全面 1時間につき 10,000円 12,000円 16,000円

【留意事項】
１．各種スポーツ器具等の利 料 については、次ページに記載しています。
２．表記の利 料 は、全て「税込価格」となります。
３．表記の利 料 には、照明利 料及び冷暖房利 料は含まれていません。（照明利 料等については、次ページに記載しています。）
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フットサル場

スケートボード場

 場料を徴収しない場合 アマチュアスポーツ 全面 1時間につき 1,000円 1,000円 1,000円

150円150円150円1時間につき全面アマチュアスポーツ 場料を徴収しない場合

1ヵ月定期券(フルタイム)
1ヵ月定期券(デイタイム)
1ヵ月定期券(ナイトタイム)

中学生及び高校生

種類
1回券ト

レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

8:30 17:00（１ １回２時間につき）
17:00 22:00（１ １回２時間につき）

障害者等 1人1回 （（１日１回２時間につき））

区分
1人1回 （2時間につき）
11枚綴り（2時間につき）

8:30 22:00（１ １回２時間につき）
8:30 17:00（１ １回２時間につき）
17:00 22:00（１ １回２時間につき）

1人1回（2時間につき）
11枚綴り（2時間につき）

8:30 22:00（１ １回２時間につき）

一般 1ヵ月定期券(フルタイム)
1ヵ月定期券(デイタイム)
1ヵ月定期券(ナイトタイム)

1回券
回数券

回数券

利 区分

 場料を徴収する場合
アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外

施設名

ランニングコース

アマチュアスポーツ以外

営利 的以外

営利 的

 場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ

営利 的

利 区分

メインアリーナ

アマチュアスポーツ

障害者等

営利 的以外

 場料を徴収しない場合
アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外

障害者等

単位

会議室

区分

高校生以下、高齢者
障害者等
一般

サブアリーナ

高校生以下、高齢者
一般

障害者等

利 区分
一般

施設 利 区分 区分 単位

 場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ以外

 般利 

高校生以下、高齢者

 般利 
高校生以下、高齢者

障害者等

 取市 体育館施設利 料 表

アマチュアスポーツ以外

アマチュアスポーツ

トレーニングルーム

アマチュアスポーツ

 場料を徴収しない場合

 場料を徴収する場合 アマチュアスポーツ以外

研修室（スタジオ）

 場料を徴収しない場合
アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外

 場料を徴収する場合
アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外

営利 的

専
用
利
用

時間区分時間区分 施設

フットサル場

スケートボード場

個
人
利
用

高校生以下、高齢者



■附属設備 ■冷暖房利用料
区分 単位 金額 備考 施設名 単位 時間区分 金額

バスケットボール用具 1対1回につき 1,000円 ・ゴール1対 1時間につき 9:00～12:00

バレーボール用具 1組1回につき 300円 ・支柱1対、ネット、アンテナ １時間につき 12:00～17:00

テニス用具 1組1回につき 300円 ・支柱1対、ネット １時間につき 17:00～22:00 540円

フットサル用具 1組1回につき 300円 ・ゴール1対、ネット、重り 1時間につき 9:00～12:00 150円

バドミントン用具 1組1回につき 100円 ・支柱1対、ネット １時間につき 12:00～17:00 180円

卓球用具 1組1回につき 100円 ・卓球台1台、ネット １時間につき 17:00～22:00 240円

体操器具 1台1回につき 300円 ・1種目 1時間につき 9:00～12:00 150円

シッティングバレー 1組1回につき 300円 ・支柱1対、ネット １時間につき 12:00～17:00 180円

新体操用マット 1組1回につき 1,000円 ・4枚1組 １時間につき 17:00～22:00 240円

電気得点板 1組1回につき 2,000円 ・得点板、操作盤、表示機 会議室 1時間につき 9:00～22:00 120円

トランポリン 1台1回につき 1,000円

組立てステージ 1台1回につき 100円 ■照明利用料

フロアーシート 1枚1回につき 100円 施設名 単位 時間区分 金額

長机 1台1回につき 50円 メインアリーナ全面 1時間につき 500円

折り畳み椅子 1脚1回につき 20円 メインアリーナ1/2 1時間につき 250円

ポータブルアンプ 1式1回につき 100円 ・アンプ、ピンマイク メインアリーナ1/3 1時間につき 160円

バスケットオフィシャルセット 1式1回につき 1,000円 ・ファール回数表示機、ポゼション表示機、大饗ブザー メインアリーナ1/6 1時間につき 80円

吊り下げ電動バトン 1本1回につき 900円 サブアリーナ 1時間につき 250円

跳び箱 1台1回につき 50円 フットサル場 1時間につき 500円

音響設備(放送室) 1式1回につき 2,000円 ・メインアリーナ放送室 スケートボード場 1時間につき 500円

音響設備(会議室) 1式1回につき 1,000円 ・会議室1台(ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本)

音響設備(移動式) 1組1回につき 1,000円
・サブアリーナ用1台、(ワイヤレスマイク2本、スピーカー2台)
・研修室用1台(ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本、スピーカー2
台)

スクリーン・プロジェクターセット（会議室常設）1式1回につき 300円

スクリーン・プロジェクターセット（移動式） 1式1回につき 300円

鳥取市民体育館附属設備利用料金一覧

　５．器具の組み合わせについては、別途、一覧表によりご提示いたしますので今しばらくお待ちください。

　３．施設ご利用時においては、照明機器のご利用が必要となりますのであらかじめご注意ください。
　４．フットサル場及びスケートボード場の照明利用料は、専用利用時についてのものであり、個人利用時は不要です。

　２．表記の利用料金は、全て「税込価格」となります。
　１．表記の「1回」とは、4時間以内の使用をいう。

メインアリーナ
(全面)

360円

サブアリーナ

研修室（スタジオ）

全時間

【備考】

　鳥取市民体育館の建替えに伴い各種スポーツ器具（機器）や照明設備の更新を行うこととしています。
　更新に伴う附属設備や照明利用料は、次のとおりです。
　なお、次ページに施設利用料を加えた際の利用料金の参考資料を記載していますので併せてご確認ください。



【参考資料】 

鳥取市民体育館の利用料金について

令和５年６月以降に鳥取市民体育館をご利用いただく際の利用料金について、参考としてバ

ドミントンでの利用料金の例は次のとおりとなります。

【バドミントンにおける利用料金の例】

≪練習（６分の１面利用）※利用時間 午前９時～午前１１時の利用≫

≪練習（３分の１面利用）※利用時間 午後７時～午後９時の利用≫

≪練習（半面利用）※利用時間 午後７時～午後９時の利用≫

≪大会（全面利用）※利用時間 午前９時～午後７時の利用≫

（注意）参考としての資料であり、実際の利用方法及び利用器具等によって異なりますので、詳細は、ご利用前に

施設管理者へお問い合わせをお願いします。（施設管理者の受付は令和５年４月１日以降となります。） 

【新体育館】 【旧体育館】
区 分 単 価 時間数 小 計 区 分 単 価 時間数 小 計

施 設 利 用 料 200円 2時間 400円 施 設 利 用 料 90円 2時間 180円

照 明 利 用 料 80円 2時間 160円 照 明 利 用 料 27円×4灯 2時間 216円

器 具 利 用 料 100円×2対 200円 器 具 利 用 料 110円×2対 220円

760円 610円

※４人で利用した場合 190円／人 153円／人
合 計 合 計

【新体育館】 【旧体育館】
区 分 単 価 時間数 小 計 区 分 単 価 時間数 小 計

施 設 利 用 料 600円 2時間 1,200円 施 設 利 用 料 220円 2時間 440円

照 明 利 用 料 160円 2時間 320円 照 明 利 用 料 27円×12灯 2時間 648円

器 具 利 用 料 100円×4対 400円 器 具 利 用 料 110円×4対 440円

1,920円 1,520円

※８人で利用した場合 240円／人 190円／人
合 計 合 計

【新体育館】 【旧体育館】
区 分 単 価 時間数 小 計 区 分 単 価 時間数 小 計

施 設 利 用 料 900円 2時間 1,800円 施 設 利 用 料 330円 2時間 660円

照 明 利 用 料 250円 2時間 500円 照 明 利 用 料 27円×32灯 2時間 1,728円

器 具 利 用 料 100円×6対 600円 器 具 利 用 料 110円×6対 660円

2,900円 3,040円

※12人で利用した場合 242円／人 253円／人
合 計 合 計

【新体育館】 【旧体育館】
区 分 単 価 時間数 小 計 区 分 単 価 時間数 小 計

施設利用料（9 12時） 540円 3時間

施設利用料（12 17時） 600円 5時間

施設利用料（17 18時） 1,800円 1時間 施設利用料（17 18時） 660円 1時間

照 明 利 用 料 500円 9時間 4,500円 照 明 利 用 料 27円×64灯 9時間 15,552円

器 具 利 用 料 100円×12組 3,600円 器 具 利 用 料 110円×12組 3,960円

360円 8時間 2,880円

540円 1時間 540円

21,780円 24,260円合 計 合 計

10,260円 4,752円
8時間1,200円施設利用料（9 17時）

冷 暖 房 利 用 料 冷 暖 房 利 用 料


